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１．委託業務名 

令和７年度沖縄県バイオ産業拠点の形成に向けた調査検討業務委託 

 

２．事業概要・目的 

本県は、新たなリーディング産業の創出を図るため、これまで知的・産業クラスターの

形成を目指すとともに、「健康・医療分野」を成長分野に位置づけ、様々な施策を展開し

てきた。その結果、バイオ関連企業や専門人材の集積が進み、産業化の基盤及び学術・研

究機関による有望なシーズが蓄積されてきた。一方、「健康・医療分野」に関しては研究

開発段階の企業が多く、研究開発から製品化・事業化へステップアップさせるための産業

化への橋渡しが課題となっている。 

そのため、県は「新・沖縄 21世紀ビジョン基本計画」（令和４年５月）において、バイ

オテクノロジーを活用した産業化の促進を掲げ、具体的施策の一つとして、健康・医療分

野を軸とした産業拠点の形成に取り組むこととしている。 

令和４年７月には、当該産業拠点の形成に向けた基本的な考え方をまとめた「拠点構想」

を策定し、製造機能を有した施設等の拠点形成に関する検討を進めてきた。 

「拠点構想」に位置付けられた製造支援施設の整備については、多様な関係者が参画す

る持続可能な拠点形成を進めるため、行政と民間が連携して整備する PPP/PFI 手法の活

用を検討している。 

本業務委託では、民間の活力やノウハウを活用した施設整備及び効果的かつ効率的な

維持管理運営等を行う PPP/PFI手法の導入に向け必要となる全般的な調査・検討・支援を

行うものである。 

 

３．予算上限額 

16,246,000円（消費税及び地方消費税額を含む） 

※この金額は、企画提案のために設定した金額であり、実際の契約金額とは一致し

ない場合があります。 

 

４．委託期間 

契約締結日～令和８年３月 19日 

 

５．委託内容 

別添「仕様書」のとおり。  
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６．応募資格 

応募資格のある法人は、次の条件を満たす法人等（個人、法人又は団体をいう。）

とする。なお、コンソーシアム等の複数企業等（以下「共同体等」という。）での提案

も可とする。 

（１） 事業を効率的に遂行するために必要とされる事業管理能力を有すること。 

（２） 過去２箇年の間に国（独立行政法人、公社及び公団を含む。）又は地方公共団体

と類似の調査委託業務を契約した実績を有し、これらのうち過去２箇年の間に

履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行した法人であること。 

（３） 委託業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤があり、かつ、資金及び設備等

の十分な管理能力を有していること。 

（４） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該

当しないものであること。 

（５） 国税及び県税の滞納がないこと。 

（６） 本募集要項及び仕様書に記載された趣旨を全て了解する者であること。 

（７） 提案者が次の(ｱ)～(ｵ)のいずれにも該当しない者であること。 

(ｱ)法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法

人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をい

う。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与

している者をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法（平成３年法律第 77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）

又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であ

る。 

(ｲ)役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。 

(ｳ)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。 

(ｴ)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するな

どしている。 

(ｵ)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。 

（参考）地方自治法施行令 第１６７条の４ 第１項 

普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号

のいずれかに該当する者を参加させることができない。 

 一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

 二 破産手続き開始の決定受けて復権を得ない者 

 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

３２条第１項各号に掲げる者 
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（８）社会保険（労働保険、健康保険及び厚生年金保険）に加入する義務がある者に

ついては、これらに加入していること。 

（９）雇用する労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払っていること。 

（10）労働関係法令を遵守していること。 

 

※共同企業体による応募の要件は、以下のとおりとする。 

① 共同企業体の中に代表者（幹事法人）を置くこと。 

② 共同企業体の構成員間において協定を締結し、共同企業体の代表者（幹事法人）が

応募を行うこと。 

③ 共同企業体の協定書には、目的、名称、構成員の住所及び名称、代表者（幹事法人）、

代表者の権限、構成員の業務分担、構成員の連帯責任、取引金融機関、瑕疵担保責

任、協議事項等が記載されていること。 

④ 幹事法人は、本業務の運営管理、共同企業体構成員相互の調整、財産管理等の事務

的管理を主体的に行う母体としての機関であること。 

⑤ 共同企業体の全ての構成員が、応募資格（４）～（10）の全ての要件を満たすこと。 

 

７．応募方法 

（１）応募書類の提出 

本公募要領に従って提案書７部（正１部、副６部）を作成し、以下の提出期限まで

に郵送または持参にて提出すること。FAX又は電子メールによる提出は受け付けない。 

① 提出期限：令和７年６月 12日（木）15時必着 

②送 付 先：沖縄県商工労働部ものづくり振興課 

バイオ産業班 神谷（カミヤ） 

        〒９００－８５７０ 沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号 ８階 

（２）応募に係る質問 

本公募要領及び仕様書等に関して質問がある場合には、開封確認付き電子メールに

よって行うこと（電話での問合わせは対応不可）。 

①  提出期限 令和７年６月５日（木）15時（厳守） 

  ② 提 出 先 沖縄県商工労働部ものづくり振興課 バイオ産業班 神谷 

                Ｅ－ｍａｉｌ： aa055301＠pref.okinawa.lg.jp 

※問い合わせの際は、件名（題名）を必ず「【質問】令和７年度沖縄県バイオ産業拠点

の形成に向けた調査検討業務委託」とすること。他の件名（題名）では問い合わせ

に対して、回答できない場合もあり得る。また、質問事項に関しては、それに対す

る回答と併せて６月 10 日（火）を目処に沖縄県（公募したページ）ホームページ

に掲載することとする。 
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８．提出書類 

（１）提案にあたって 

提案書は別添の様式に沿って作成すること。 

（２）当事業の応募書類 

  以下の書類を一式として提出すること。 

① 申請書・・・・・・・・・（様式１） 

② 企画提案書・・・・・・・（様式２） 

③ 実施計画・スケジュール・（様式３） 

④ 積算書・・・・・・・・・（様式４） 

⑤ 事業の実施体制・・・・・（様式５） 

⑥ 実績書・・・・・・・・・（様式６） 

⑦ 法人概要書・・・・・・・（様式７） 

⑧ 誓約書・・・・・・・・・（様式８） 

⑨ 定款又は寄附行為（法人格を有しない場合は、運営規約に相当するもの） 

⑩ 直近２事業年度の決算報告書（貸借対照表、損益計算書等）又はこれに類する書類 

⑪ 法人の場合は、直近２年間の法人事業税及び法人県民税等について滞納がない

ことを証明する書類。個人事業主の場合は、直近２年間の個人事業税について滞

納がないことを証明する書類。 

⑫ 労働保険に加入していることが確認できる書類（加入義務がない場合を除く） 

⑬ 健康保険及び厚生年金保険に加入していることが確認できる書類（加入義務が

ない場合を除く） 

⑭ 共同企業体の場合は、協定書の写しを添付。 

※共同企業体の場合は、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪について、共同企業体の構成員

ごとに提出すること 

※社会保険に加入義務が無い場合、様式８「誓約書」に別添申出書を添えること。 

※⑪～⑭は正１部のみ提出でよい。 

※提出された応募書類は、当事業の採択に関する審査以外の目的には使用しない 

※応募書類は返却しない 

  ⑮二次審査用パワーポイント（10 分程度の内容・枚数）・・・・・・・・（任意様式） 

 

９．委託業者の選定 

（１） 審査方法 

事務局にて応募資格に関する書類審査（一次審査）を行った上で、応募資格を満た

した提案のみを対象に、沖縄県商工労働部内に設置する企画提案審査委員会において

審査（二次審査）を行い選定する。 

なお、当委員会については、非公開で行われ、審査の経過等、審査に関する問い合

わせには応じられない。 
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（２） 審査基準 

以下の審査基準に基づいて総合的な審査を行う。 

① ６．の応募資格を満たしているか。 

② 提案内容が、事業の目的や内容に合致しているか。 

③ 事業の実施方法・内容が優れており、実施スケジュール等が現実的か。 

④ 事業の実施方法について、効果的に実施するための工夫が見られるか。 

⑤ 本事業の関連分野に関する知見を有しているか。 

⑥ 本事業を円滑に遂行するための企画内容を実施していくための組織体制、実績、

財務基盤など必要な業務遂行能力が備わっているか。 

⑦ 企画内容、業務内容を遂行するにあたり、妥当な積算となっているか。 

 

（３） 二次審査（書面又はプレゼンテーション審査） 

  日 時：令和７年６月 18日（水）午後を予定 

  方 法：書面審査又はプレゼンテーション（対面又はオンライン） 

  内 容：提出資料に基づき説明すること。 

（４） 結果の通知 

      各審査結果は県より個別に電子メールで通知し、追って書面にて通知する。 

 

10．スケジュール（予定） 

  スケジュールは以下のとおりを予定しているが、変更することもあり得る。 

令和７年 ６月 12日（木）15時  応募書類提出〆切 

令和７年 ６月 16日（月）  一次審査結果通知 

令和７年 ６月 18日（水）午後予定  二次審査（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ審査） 

令和７年 ６月中を予定   採択結果通知・契約・事業開始 

 

11．経費上の区分 

（１）経費の区分 

  本事業の対象となる経費は、事業の遂行に直接必要な経費及び事業成果の取りまと

めに必要な経費であり、具体的には以下のとおりとする。 

 

 ○委託に係る経費 

経費項目 内容 

Ⅰ．人件費 事業に直接従事する者の直接作業時間に対する人件費 

Ⅱ．事業費 ※単価に消費税が含まれている場合は、税抜き額で算定すること 

旅費 事業を行うために必要な出張に係る旅費 

消耗品費 消耗品等（諸経費の中の一般管理費で購入するものを除く。）の購入に

要する経費 
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※１ 消耗品費について、委託先の会計処理の規定等に拘らず１年以上

継続して使用できるもの（パソコン等）については、購入できな

い。 

補助員人件費 事業の直接従事する補助職員（アルバイト等）に係る経費 

謝金 事業を行うために必要な謝金（委員謝金等） 

借料及び賃料 事業を行うために必要な会場使用料、機材器具等のレンタルに要する

経費 

その他経費 事業を行うために必要な経費のうち、当事業のために使用されることが

特定・確認できるものであって、他のいずれの区分にも属さないもの 

例）通信運搬費（郵便料、運送代、通信等）、翻訳通訳、速記費用 

Ⅲ．再委託費 

 

 

 

県との取り決めにおいて、事業者が直接実施することができないもの

又は適当でないものについて、その一部を委託するのに必要な経費。再

委託の条件等については、「（注意）再委託に関する制限について※」を

参照のこと 

※再委託費は、他の事業者に委任又は準委任して行わせるために必要

な経費に加え、仕事の完成を目的とした外注（請負契約）に必要な経費

も対象とする。 

（請負契約の例）パンフレットの製作・印刷、物品運送、試料製造、 

分析鑑定 など 

※単価に消費税が含まれている場合は、税抜き額で算定すること 

Ⅳ．一般管理費 事業を行うために必要な経費の中で、エビデンスによる照合が困難

な経費（当該事業とその他の事業との切り分けが困難なもの）につい

て、契約締結時において一定割合支払を認められる間接経費。 

Ⅰ、Ⅱの総額に一般管理費率（10％以内）を乗じた額。 

Ⅴ．消費税相当

額 

（Ⅰ．人件費）＋（Ⅱ．事業費）＋（Ⅲ．再委託費）＋（Ⅳ．一般管

理費）×消費税率（10／100） 

※１円未満の端数は切り捨て 

  



 

7 

 

※（注意）再委託に関する制限について 

 

（２）直接経費に計上できないもの 

① 建物等施設に関する経費 

② 事業内容に照らして当然備えているべき機器・什器類等（机、事務機器等） 

③ 事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費 

④ その他事業に関係のない経費 

①（一括再委託の禁止等） 

契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請負わせることはで

きない。また、以下の業務（以下「契約の主たる部分」という。）については、そ

の履行を第三者に委任し、又は請負わせることができない。 

ただし、これにより難い特別な事情があるものとしてあらかじめ県が書面で認め

る場合は、これと異なる取扱いをすることがある。 

②（再委託の相手方の制限） 

○契約の主たる部分 

・契約金額の５０％を超える業務 

・企画判断､管理運営､指導監督､確認検査などの統轄的かつ根幹的な業務 

・契約の相手方を指名又は選定した理由と不可分の関係にある業務 

※本契約への企画提案に応募した者に契約の履行を委任し、又は請負わせること

はできない。また、指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接

な関係を有する者に契約の履行を委任し、又は請負わせることはできない。 

③（再委託の範囲） 

本委託契約の履行に当たり、委託先が第三者に委任し、又は請負わせることので

きる業務等の範囲は以下のとおりとする。 

＜再委託ができる業務の範囲＞ 

・アンケート実施に係る業務 

・その他、県と協議の上、再委託承認が必要と認められるもの。 

＜その他、簡易な業務＞ 

・資料の収集・整理 

・複写・印刷・製本（デザイン構成含む） 

・原稿・データの入力及び集計 

 

④（再委託の承認） 

契約の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ書面

による県の承認を得なければならない。 

ただし、③に定める「簡易な業務」を第三者に委任し、又は請負わせるときはこ

の限りではない。 
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12．契約 

（１）選定された申請者と委託業務の内容及び額を協議した上で、地方自治法施行令第

167条の２第１項第２号の規定に基づき随意契約を締結した後、事業開始となる。 

（２）受託者から提出される報告書を基に、受託者が業務の実施に要した経費等から支

払うべき額を確定する「精算」の方法をとる。なお、人件費の時間単価については、

経済産業省が提供している委託事業事務処理マニュアル（経済産業省大臣官房会計

課）の計算方法により算出するものとする。 

（３）委託契約締結までに、県との協議を経て、事業内容や事業規模等に変更が生じる

可能性があり、条件が合致しない場合には、契約の締結ができない場合がある。 

（４）契約締結の際は、契約保証金として契約額の 100 分の 10 以上の額を、契約締結

前に納付する必要がある。ただし、沖縄県財務規則第 101 条第２項の各号のいずれ

かに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。 

 

 

13．その他留意事項 

（１）書類提出に当たって使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

（２）委託契約締結日より前に発生した経費（発注を含む。）は、委託対象外とする。 

（３）物品の入手、費用の発生に係る売買、請負その他の契約をする場合は、経済性の

観点から、原則、一般の競争等に付すこと。 

（４）受託事業者は、沖縄県知事が委託事業の進捗状況の報告を求めた場合、速やかに

報告しなければならない。 

 

（※）契約保証金について（抜粋） 

第 101 条 地方自治法施行令第 167 条の 16 第１項の規定による契約保証金の率は、

契約金額の 100 分の 10 以上とする。 

２ 前項の契約保証金は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その

全部又は一部の納付を免除することができる。 

(1)契約の相手が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した

とき。 

(2)契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及

び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 100 条の３第２号の規定により財務大臣が

指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。 

(3)契約の相手方が国（独立行政法人、公社及び公団を含む。）又は地方公共団体と

種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去２箇

年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行し、かつ、契約を履行

しないこととなるおそれがないと認められるとき。 
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14．問い合わせ先 

 〒９００－８５７０ 沖縄県那覇市泉崎１－２－２ 

  沖縄県商工労働部ものづくり振興課 バイオ産業班 神谷 

  ＴＥＬ：０９８－８６６－２３３７ 

  Ｅ－ｍａｉｌ： aa055301＠pref.okinawa.lg.jp 


